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実行計画策定の背景と期待される効果

背景背景
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、都道府
県及び市町村は、温室効果ガスの排出の量の削減並びに
吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策
定し、公表しなければならないとされている。

期待される効果期待される効果
・地域の足下からの温室効果ガスの排出抑制
・グリーン調達の推進
・事務経費の削減
・温室効果ガス排出抑制対策に関する経験・知見の蓄積
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実行計画の策定(1/4)

実行計画策定の全体像実行計画策定の全体像
●実行計画を策定する主体

・都道府県及び市町村

●実行計画に必要な要素
・計画の目的、機関等の基本的事項

・温室効果ガスの総排出量の把握
・実行計画に定めるべき措置の内容
・措置の目標、温室効果ガスの総排出量に関する数値的な目標

●実行計画の策定手順（次スライドの手順例を参照）

●実行計画策定のための体制づくり
・既存の組織を活用することができれば効率的

※地方公共団体の規模能力に応じて策定することが必要
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実行計画の策定(2/4)
●策定手順例

７ 他の計画・取組等との整合性検討

３ 庁内検討組織の決定

４ 情報収集活動と解析

８ 実行計画書の構成・内容の検討（＝素案作成）

１ 首長

議長

６ 庁内での運用・点検・仕組みの検討

継続的進行管理体制の確立

（仮称）「地球温暖化対策実行計画推進要綱」（首長決定）

５ 実行計画内容の検討

２ 事務局の設置（準備事務局）

実行計画書の決定

実行・推進

指示
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実行計画の策定(3/4)

実行計画策定に当たっての基本的事項の決定実行計画策定に当たっての基本的事項の決定
・実行計画の目的・期間
・基準年
・対象とする事務・事業の範囲

（対象外となる事務・事業については、実行計画策定マニュアルp.10参照）

・対象とする組織・施設等の範囲

温室効果ガスの総排出量調査温室効果ガスの総排出量調査
実行計画では、温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目
標を定めることとなっている。そのため、数量的な目標を定める
に当たって、まず総排出量の現状を把握する。

実行計画に盛り込む内容の検討実行計画に盛り込む内容の検討
・具体的な取組項目
・取組ごとの目標（可能な限り数量的な目標設定を行う）
・温室効果ガス総排出量に関する目標
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実行計画の策定(4/4)
実行計画書の作成実行計画書の作成
実行計画の内容について検討した結果を、計画書としてまとめる。

実行計画書の構成例実行計画書の構成例→ １．基本的事項 
・計画の目的 
・計画の期間 
・計画の範囲 

２．目 標   
・措置の目標 
・温室効果ガスの総排出量に関する目標 

３．取 組   
・財やサービスの購入・使用に関する取組 
・建築物の建築、管理等に関する取組 
・その他の事務・事業に関する取組 

４．推進と点検・評価 
・推進・点検体制 
・職員に対する研修等 
・実施状況の点検の方法 
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実行計画の実施・運用

実行計画の推進体制の整備実行計画の推進体制の整備
目標の達成に向けて誰がどのような役割を担い、どのように計
画を実施・運用していくのかを検討するとともに、実行計画を推
進するための体制を整備する必要がある。

職員に対する研修等職員に対する研修等
実行計画に掲げられた取組を実践するのは一人ひとりの職員
である。実行計画の目標が達成されるか否かは、一人ひとりの
職員の意識が重要な鍵となることから職員の意識を向上させる
ための仕組みを整備することが重要である。

ただし、人口の少ない市町村で、環境保全に係る組織体制が無
いところでは、本スライドの内容は必須ではない。
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実行計画の点検・評価

実行計画の点検・評価実行計画の点検・評価
実行計画に掲げた目標の達成に向けて、取組が適切に行わ
れ、当該目標が達成されているかどうかの判断のため、個別
の取組の状況、排出量の推移を把握する。
また、点検結果を評価することにより、実行計画の見直しに向
けての検討材料とする。

点検結果の公表点検結果の公表
実行計画に基づく措置の実施状況を公表することは法律で義
務付けられており、計画のさらなる推進を期して行う。可能な
限り詳細に公表することが望ましい。
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改善にむけての見直し

目標や取組の見直し目標や取組の見直し
実行計画の見直しの主なものとして、取組と目標が挙げられる。
点検結果を踏まえ、必要に応じた見直しを行うことが重要である。

運用の仕組みの見直し運用の仕組みの見直し
実行計画を効率的に運用するため、計画の実施に当たって整備
したさまざまなしくみについても見直ししていく必要がある。
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温室効果ガスの総排出量の算定(1/2)

地方公共団体は、自らの事務・事業に係る温室効果ガスの総
排出量の算定を行う必要がある。算定の具体的な対象、方法等
については、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地
方公共団体の事務及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定
方法ガイドライン」に示されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる活動の認識 

活動量把握方法の確認 

活動量把握用調査票の作成・配布 

調査票の回収・集計 

温室効果ガス総排出量の算出 

算定手法の確認 

排出量算定の流れ



11

温室効果ガスの総排出量の算定(2/2)

温室効果ガスの総排出量の算定を支援するシステム温室効果ガスの総排出量の算定を支援するシステム
環境省ホームページに温室効果ガスの総排出量の算定を支

援するシステムが公開されている。本システムは、実行計画策
定担当者の事務を軽減し、排出量算定等に伴う計算ミスの防止
を目的としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動量データ収集(各施設など) 活動量データ収集(埋立処分場) 

 
1.活動量の集計 2.埋立に係る CH4排出量算定

 3.排出量算定・集計 

4.排出量実態解析 

  地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画

機能概要
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温室効果ガスの総排出量の算定を支援するシステムの画面例
～活動量入力画面～
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温室効果ガスの総排出量の算定を支援するシステムの画面例
～埋立処分に伴うCH4排出量の算定システム～
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温室効果ガスの総排出量の算定を支援するシステムの画面例
～排出量集計結果による一覧表～
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温室効果ガスの総排出量の算定を支援するシステムの画面例
～排出量集計結果による実態解析グラフ～
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実行計画策定マニュアル及び
温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sakutei_manual/index.html


